
トリチウム汚染水を海洋放出させないために

- 10年 目のフクシマを考える 一

全国被爆二世団体連絡協議会 会長 崎山昇

2◎盆弯.9`輝 鶴 福島と長時を鑢ぶ築い

フクシマとの連帯
02011年 3月 11日 東京電力・福島第一原発事故
02012年 2月 広島市での総会で“フクシマとの連帯"を活動

・ 2013年2月 長崎市で開催した全国被爆二世交流会に現

峡Z範だξ許ぞ睾彗Fん
に来ていただき、「フクシマの現

2つの具体的取り組みを確認

①事故による労働者や住民の健康と安全を守り健康被

害の補償を求める対政府交渉に参加する(2013年6

月24日 以降参加)

②フクシマ現地に調査団を派遣する(2014年 1月 )

・2018年3月 福島訪間団派遣
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内閣総理大臣 菅 義偉 様

ALPS処 理水の海洋放出・大気放出を行わないことを求める要請書

「海洋放出 月内にも決定」との新聞報道に接し驚愕しました。事故を起こ

した東京電力福島第一原発の敷地内にたまり続ける高濃度の トリチウムと60
種以上の放射性核種を含む大量の汚染水 (多核種除去設備 (ALPS)処理水)

の処分に関し、日本政府が月内にも関係閣僚会議を開いて、海洋放出する方針

を決定するという内容でした。

当会は、日本政府が起こした国策としての戦争の結果、親が広島・長崎でア

メリカが投下した原子爆弾に被爆した被爆者を親に持ち、親が被爆した後に、

生を授かつた子ども、被爆二世の団体で構成する会です。そして、被爆二世は

親である被爆者が放射線の影響に苦しむ姿を見てきましたし、また自らも放射

線の遺伝的影響を否定できない存在として、多くの被爆二世が過去・現在の健

康被害に苦しみ、そして将来への健康不安に怯えています。

国策による福島第一原発の事故によつて、多くの被ばく者が生み出され、今

も「公衆の被ばく限度 (年間 lmsv)」 を超える被ばくを強いられている人た

ちがいます。私たちは、原爆による核の被害者として、これ以上ヒバクシャ、

放射線による被ばく者を生み出すことを容認できません。

日本政府や東京電力は、国策で進めた原発で重大事故を起こした上に、大量

の汚染水を発生させた責任を果たすべきです。福島のみならず全国の、そして

世界の人々に、さらなる放射能汚染と被ばくを強いる「海洋放出」に反対する

立場から、以下のことを要請します。

東京電力福島第一原子力発電所の トリチウム等を含むALPS処 理水の海洋

放出及び大気放出を行わず、日本政府及び東京電力が責任もつて管理すること。

2020年 110月 22日

全国被爆二世団体連絡協議会

会 長  崎 山   昇  (公印省略)

連絡先 mail:nObo‐ma、(Dasahi.email.neoip

事務局住所 :〒 732‐0052 広島市東区光町 2… 8‐32 エコー ド広島 3F

3
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「トリチウム汚染水」とは

(多核種除去装置ALPS処理水)

福島第一原発一沸騰水型原子炉

圧力容器 (炉心と冷却水を含む)を収納する原子炉格納容

器が原子炉建屋の中にある。事故で溶融した燃料は容器の

底から溶け落ち、容器底部のコンクリートなどと一緒に溶け

て回まつた状態 (燃料デブリ)にある。

事故発生以降、核燃料を冷やすために絶えず炉心に注水さ

れ、高濃度の放射性物質を含んだ「汚染水」が生じている。

また、破損した建屋から入る雨水、山側から海側に流れてい

る地下水が、建屋等に流れ込み、核燃料に触れたり、建屋

内等にたまつている放射性物質を含む水と混ざることで「汚

染水」となる。

「汚染水」を多核種除去装置で処理した水のこと。

汚染水対策前の状況

地面に染み込んだ壽水が

地下まになる
雨水や地下水が原子炉建屋に流れ込み、

新たな汚染水となっている



汚染水対策後の状況

0敷地舗幾
(フ ェーシング)

栗イメージ

③タンクの増設
地

…

f甲

'Ⅲ

ⅢI執高 ご謳

蟻

汚染水対策の状況

―確電永タンク

下椰通 燻
(水を通しやすt絶議)



汚染水対策
取り除く

R孝椎彊鐘羹詐
備による汚染水浄化2015年 5月 に一部を除く高濃度汚染水

②トレンチ内の汚染水除去2017年 3月 に対策完了

③セシウム吸着装置による建屋内滞留水処理2011年 6月 より運用開始

近づけない

④地下水バイパス揚水井からの地下水汲み上げ2014年 5月 より排水開始

⑤建屋近傍の井戸(サブドレン)からの地下水汲み上げ2015年 9月 より排水
開始
⑥凍上方式の陸側遮水壁の設置2018年 3月 に概ね完成

⑦雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装(フエーシング)2016年 3月 に対策完了

漏らさない

③水ガラスによる地盤改良2016年 3月 に原子炉建屋周辺等を除き完了

⑨海側遮水壁の設置2015年 10月 に設置完了

2矢進燿藝異詐
(溶接型へのリプレニス等)2019年 3月 に信頼性の高い,容接

①地下水ドレンからの地下水汲み上げ2015年9月 より排水開始

汚染水の浄化処理

保管施設

|

淡水化競置 ‐

献
・・　‐　嚇
・・

塩分を分離した濃求を

冷却まとして羹薦

/



62の放射性核種

トロンチウム(Sr)-90

ットリウム(Y)-90

イットリウム(Υ)-31

テクネチウム(Tc)-99

ルテニウム(Ru)― 103

カドミウム(Cd)-1:3m

ドミウム(Od)― i15m

ズ(Sn)-113饉

アンチモン(Sb)‐ 125

テルル(Te)-123m

テノ

"レ

(Te)-127m

テルJレ (Te)-129“

ョウ表(I)‐ 123

セシウム(Cs)-134

セシウム(Os)-135

セシウム(CS'-136

32 1リ ウム(3a)-140 約13日

セリウム(Ce)‐ 141

セリウム(00)‐ 144

ブラセオジム(Pr)― i44
制一飩一繊ブラセオジム(Pr)‐ 144腱

プロメチウム(Pm)-146 船一鰤ブロメチウム(Pm)-147

プロメチウム(Pm)-143

約3年

約5日

４‐

一
４２

ブロメチウム(Pm)‐ 140m

サマリウム(Sm)-151

ユウロビウム(Eu)-152

旧
一碑
一時

細
一御
一細

４３

一
＝

ユウロビウム(Eu)-154

ユウロピウム(Eu)-155

約9年

“

ヽ年

ガドリニウム(Gd)-153 約240日

テルビウム(Tb)-160 約72

ブルトニウム(Pu)-238 約88年

40 カレトニウム(Pu)‐ 239 約24,000年

ブルトニウム(PO)-240 細 ,300年

ブルトニウム(Pu)-241 約i4年

アメリシウム(Am)-241 約430年

アメリシウム(Am)-242市 約150年

アメリシウム(A籠 )-243

キュリウム(Om)-242

咋
一嘔

鰤
一制

キュリウム(Cm)-243

キュリウム(Cm)-244

略
一昨

緻
一細

57 7ンガン(Mn)‐ 54 約310日

田

一
田

一
ｍ

一
６‐

一
鯰

コバルト(CO)‐ 53

コバJレ ト(CO)-60

ニッケル(Ni)-63

制一制一縮一噸一融

タンク内処理水 *の貯蔵量

・ タンク内処理水 *の貯蔵量(2021年 2月 18日 現在)1,
246,960ポ、1061基のタンク。

多核種除去設備等処理水1018基
ストロンチウム処理水29基

淡水化装置(RO)処理水12基

濃縮塩水2基

・ 多核種除去設備等の処理水 *貯蔵量(2020年 12月 3
1日 現在)1,156,800ポ、敷地内タンクに貯蔵。

・ 2020年 12月 11日 137万ポのタンク設置完了

・ 2022年夏頃には計画した容量に達する見込み

→ ALPS処理水について、経済産業省の多核種除去設

備等処理水の取扱いに関する小委員会で検討



ALPS処理等でトリチウムは除去できない

2020年 3月 12日現在トリチウム総量は約860兆ベクレル。タンク

貯蔵水量約119万 m3、 約73万ベクレル/L。

また、貯蔵されている多核種除去装置等処理水 *にはトリチウム以

外にも除去しきれなかつた放射性核種が告示濃度以上に含まれてい

る。

告示濃度比総和別貯蔵量

・      輩鷺只翼
=鰈

載 :茎モ厭飯纂 して J核種の濃度■核種の告示濃白 を合計したれ
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ALPS処理水の取り扱いに関する検討の経過

脂景鐵膨爵:募握彗撃誉謎源絲ぶ
2020年 2月 10日 、小委員会は「ヨ…海洋放出と水蒸気放出が現

昌について、一日これまでの通常
iロ
ーも含めて、水蒸気放出と比ベ

れていない状況下では、ALPS処

理水の処分により、現在も続いて



2020年 3月 、東電が「海洋放出」の案を提示。ALPS

処理水を二次処理した上で、トリチウムを1500ベ
クレル/Lに希釈して放出。処理水を平均500倍に

希釈して30年余かけて海に流し続けることになる。

「原発いらない :県民大集会」実行委員会の呼びか

けで反対署名が県内外で取り組まれた。福島県内
の多くの市町村議会が反対や懸念を表明。福島・茨
城の県漁業協同組合連合会及び全国漁連、福島の

農業・森林組合、茨城県知事が反対を表明。福島
県の漁業関係者は絶対反対を訴えている。

2020年 9月 、菅総理が就任後すぐに福島第一原

発を訪れ、処分の決定に強い意欲を示した。「今後
できるだけ早く政府として責任持つて処分方針を決
めたい」

●

　

　

　

　

●

2020年 10月 、全国漁業協同組合連合会岸宏会

長「全国漁業者の総意として海洋放出には反対で

あると改めて政府の方に伝える」と、15日 加藤官房

長官と面会し、海洋放出に反対する要請をした。

2020年 10月 16日 、「海洋放出月内にも決定」

2020年 10月 24日 、「月内決定見送り」

2021年 3月 6日 、菅総理は福島県浪江町を訪れ、
トリチウム汚染水問題について、「タンクが増加し、

敷地が逼迫している。適切な時期に政府が処分方

針を決定していきたい」と、処分方針決定を先送りし
ないことを述べた。



口国や東電はトリチウムの放射線の影響は小さくト
リチウムを含む水は世界中の原発で海に流されて
いると説明している。

原子力規制委員会更田豊志 (ふけたとよし)委員
長「規制を満たす形での放出である限り環境への
影響やひいては健康への影響は考えられない。」

小委員会のメンバーの一人、水産研究・教育機構
の森田貴己主幹研究員「規+1を守つて処理水を放
出する分には科学的には安全である。かつ、これ
まで原発で温排水を放出していた実績があるから、
海洋放出の方法の技術的な面においては確実性
がある。」

(2021年 2月 27日 報道特集)

毎洋放出の問題点
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ト水等に混じつた放射性物質の放出とは、質的にも量的にも異



⑤ (トリチウムに限つてみても)トリチウムは放射性物質
(生体影響は相対的に低いと評価され、告示濃度はセシ
ウムの600倍以上)で、ベータ線を放出し、ヘリウムヘ

壊変。環境に容易に拡散、生体内にも取り込まれる。環
境・生体への影響は、まだ未解明なことも多く(体内動態、
生物学的影響の見直しがされていて、少なくとも従来の
評価の倍以上)、「安全・影響なし」とは断言できない。

それ以外の放射性核種も含まれる。

⑥ 事故を起こした福島第一原発敷地内からの、これ以
上の放射性物質の放出は、法令で定められている「原
子力施設の敷地境界での線量限度、年l msv」を超え
る法令違反であり、人権侵害である。
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③ 放射性液体廃棄物の海洋放出は、海洋の汚染の防止を定めた
国際法 (ロンドン条約・議定書、国連海洋法条約)で禁止することがで

重2        
は、条約の趣旨に沿つて、積極的に海洋放

ロンドン条約1第一条:締約国は、中■人の健康に危険をもたらし、生物資源
及び海洋生物に害を与え、海洋の快適性を損ない又は他の適法な海洋の

型甲意控ご亀臭魯得釜懇ゑ雪議著盾響磐農酔12磐會著李をF洋
汚染を防

国連海洋法条約 :第 192条 :いずれの国も、海洋環境を保護し及び保全す
る義務を有する。第194条第1項 :いずれの国もあらゆる発生源からの海洋
環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するため、利用することができる実行
可能な最善の手段を用い、かつ、自国の能力に応じ、単独で又は適当なと
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③ 小委員会・政府口東電は、「陸上での安全な保管」
について、真剣な検討を行つていない。米国などでは、
トリチウムを含む液体廃棄物の回化、陸上保管の実
例もある。また、トリチウムの分離技術についても、本
格的な研究を進めようとはしていない。

① 事故で溶けたデブリのある原発建屋への地下水
流入を減らす、根本的な対策を行うべきである。

ЯZ崎層葉野翼謝忍倭隆穀曇暑請炉定できない、受
原爆による核の被害者として、これ以上ヒバクシャ、放
射線による被ばく者を生み出すことを容認できない。福
島のみならず全国の、そして世界の人々に、さらなる放

震聾零秀なFば
くを強いる「海洋放出」をすべきではない。

核と人類は共存できない=放射線の人体影響
→風評被害に矮小化させない

②政府及び東電は、国策で進めた原発で重人事故を起
こした上に、大量の汚染水を発生させた責任を果たすべ
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NHK福島 処理水の海放出に反対は5割
NHK放送文化研究所では、福島第一原発事故から10年になる前に、去年

の11月 11日 から12月 18日 にかけて、全国と岩手、宮城、福島3県の16
歳以上4800人を対象に、郵送法で世論調査を行い、65.4%にあたる31
40人から回答を得た。このうち全国2311人、福島県は320人だつた。

いま、私たちに何ができるか

フクシマと連帯し、被爆地ナガサキから反対

の声を上げることが極めて重要である。

ご静聴ありがとうございました。


